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1.は じめ に

1960年 代以降、 コンテナ輸送 システムや複 合運 送の出現 によ り、年 々 コンテナ海

上貨物輸送 は増加 してきた。次いで1970年 代 に入 る と、 日本 をは じめ先進 国の企業

のアジアへ の海 外企業進 出に ともない、東ア ジアの経 済成長 は東ア ジア域 内の コン

テナ海上貨物取扱 量を著 しく伸展 させた。 この よ うな、世界貿易の環境変化 に よる

コンテナ貨物の増大、船舶の大型化や コンテナ ター ミナル の大規模化 は世界 の諸港

湾 に近代的 な港湾の管理運営か ら港湾機 能の管理運 営の効率化のために港湾経営 の

一環 として
、1980年 代 か らイ ギ リスを始 め世界的 に港湾 の民営化方 式の導入 が進 め

られた。

民営化方式 を導入す る主な理 由 としては、行政的な規制 に よる港湾運営 の非効率

化及びイ ンフラの整備 に よる政府の財政 の負担 の軽減や 大型船舶 に対応で きる大規

模 の コンテナター ミナル化及 び港湾利用者 の多様 なニーズに応 じる効率高い管理運

営の必要性 が挙 げ られ る。

港湾 の民営化 方式の形態 として完全民営化(totalprivatization)と 部分 的な民営

化(partialprivatization)のどち らを導入す るのが港湾 の効率化 のた めになるのか はひ

とつの課題 で ある。それ は、国々の体質1が 違 うよ うに諸 国の港湾 の管理運 営の形

態 にお いて もそれぞれ の伝統 と慣習 が根深 くてなかなか新たな経 営方式 を受 け入れ

るのには相 当な期間が要す る と思われ る。民営化 方式 の導入後の課題 は、①公共部

門 と民間部 門の役割分担 、②規制業務 の効率化 、③ 資金 回収、④ 民間企業 の寡 占に

よる港湾の格差 な どが考え られ る。

1「 個 人 には
、それぞれ特 有 の体質(Constitution)が ある、個人 には体 質 があるように国も体

質がある」渡 辺 昇 一著 、『歴史 の読 み方 』祥伝 社 、2000年
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本稿では、港湾 の環境の急速 な変化 に よる港湾の管理運営 においての新たな港湾

の経営形態 を検討 し、港湾 の管理運営の主体 が地方 自治体で ある 日本 と中央政府が

管理運営の主体 である韓国 を中心 として、適切 な民営化方式 は何であ るかお よび民

営化 の問題 点を明 らかに したい。

2.世 界 港 湾 の 環 境 の 変 化 一 港 湾 の 発 展 段 階一

世界港湾 の環境 を大き く変化 させ た主 な理 由は急速 な世界貿易のグ ローバ リゼー

シ ョン化 である。世界先進企業 は生産活動 の効率化 お よび物流の 円滑化を求 め生産

拠点 を世界 中に広 げてい る し、物流拠点 を1国 家1拠 点か ら多国家1拠 点 に変貌 させ

た。

特 に東 アジア諸国の国際貿易の 自由化への展開及 び眠 っていた13億 人 口の中国の

開放政策 に ともない著 しい経済成長 と世界への進 出によ り、東 アジア地域 は世界の

生産 基地のみな らず販 売市場 として も成長 しつつ ある2。 この よ うな、東 アジア地

域 の経済成長 とグローバ リゼー シ ョン化 は、東 アジア域 内の海上 コンテナ輸 送貨物

の荷動 きの伸展 をもた らした。 益々、増大 している海 上 コンテナ貨物取扱量に対応

す るた めに3既 存 の港湾施設 お よび港湾 の管理運営か ら新 たな港湾施設整備や効率

高い港湾の管理運営 が求 め られ た。

港湾 の発展段 階 と変貌は(表 一1)、 一般的 に1960年 代の第1世 代か ら1980年 代以

降を第3世 代 に分 けて考 え られ る。1960年 代 以前の港湾 は国の関門 として海 と陸地

を繋 げる交通の結節点の役割 を尽 くしたが、1960年 代以降 は海 上輸送 に革命 を起 こ

した コンテナ リゼー シ ョン(containerization)に よ り貨物輸送 においては単一運 送

か ら複合 一貫運送体制 に移 った。 コンテナ リゼー シ ョンは、何 よ りも荷役作業 に大

きな革新 を もた らし、貨物 の安全、荷作業 の迅速化 、経費節減 な ど港湾の機能 を高

めたのである。

1970年 代 にはい ると 日本 をは じめ先進国企業の東ア ジア地域へ の進出が著 しくな

り、東アジア域 内の海上貨物 の荷動きが急速 に伸びたのである。1980年 代以降には、

増加 してい る海 上 コンテナ貨物 に ともない船 舶 の大型化 が進 め られ 、1982年 か ら

1987年 には2000-3000TEU,1988年 に4000TEU、1990年 代以 降に は6000TEUに 大型化

z大 木 博 巳著 『東アジア市場 の拡大 と日本企 業』 ジ
ェトロセンサー 、2004年2月 号6頁

3国 際 臨海 開発研 究センター の資料 によると全 世界 の海 上コンテナ 取扱 量 は
、1990年 の約8千8

百万TEUか ら2002年 には2億7千3百 万TEU、2020年 にはトランシプ貨物 を除いて4億2千7百23万TE

Uを 予測 している。
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し、次々 と大型船舶化 が され てきた4。

21世 紀 にお ける港湾 は、第4世 代 を迎 えて東 アジア域 内の海 上 コンテナ貨物 の増

加(表 一2)に よる海上 コンテナ貨物 を取組 んだアジア諸港 湾の競い合い、 大型船舶

化及び大規模 コンテナ ター ミナル化 、ITシ ステムに よる物流 の管理 に ともない港 湾

利用者の多様 なニーズは、既存の港湾の管理運営 に対 して新 たな港湾経営の展開 を

働 かせた。 そ こで、競争力強化お よび効率高い港湾 の管理運 営を求 めて導入 してい

るのが港湾 の民営化方式である。

表 一1港 湾 開 発 の 発 展 段 階(Portevolution)

世代 第1世 代 第2世 代 第3世 代

開発時期 1960年 代 以前 1960年 代 以 降 1980年 代 以 降

主な貨物 在来貨物5 散荷 、 乾 ・液 体貨物 散 荷、 コンテナ貨 物

港湾開発及び方針
単純な交通の結節点

としての港湾

港湾の拡充、輸送の

拠点お よび商工業の

中心地 としての港湾

利益の創 出地、複合
一貫運送体制 と国際

貿易における物流拠

点 としての港湾

港湾活動の主な範囲

港湾の範囲は狭小、

主な業務はふ頭の荷

役作業

港湾 の範 囲が拡大、

貨物の変化、船舶 関

連の商工業業務

貨物及び港湾情報提

供の中心及び物流拠

点 としてのター ミナ

ルの機能強化

諸般の特性 港湾内の活動が独立
港湾利用者 との緊密

化

地域社会と共生する

港湾

生産性の特性 簡単な荷役作業 複合サー ビス提供 貨物の情報の迅速化

主な決定の変数 労働 と資本 資本 技術及び専門知識

出 所:イ チ ョル ヨ ン 著 、 『港 湾 物 流 シ ス テ ム 』 ヒ ョ ソ ン 社 、1998年(UNCTAD.『Portmarketing

andtheChallenge。ftheThirdGenerati。nPort』1992)に よ り 再 作 成

表一2世 界 トップ10代 コ ンテナ 港 の実績(百 万TEU)

港湾 国 地域 1999年 2002年

香港 中国 東アジァ 16.2 19.0

シ ンガ ポール シ ンガ ポール 東南アジア 15.9 16.8

4小 林 照夫共著 『現代 日本経済と港湾』、上羽 博人第 「第7章 国際分業における港湾の物

流拠点化」129頁 、成 山堂2001年
5積 上げに特別な注意が要求されない貨物の総称、雑貨物、液体又は半液体をいう。
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釜山 韓国 北東アジア 6.4 9.3

高雄 台湾 東アジァ 7.0 8.5

ロ ッテル ダム オランダ 北部欧州 6.3 6.5

上海 中国 東 アジァ 4.2 8.6

ロサ ンゼル ス 米国 北部西岸 3.8 6.1

ロング ビー チ 米国 北部西岸 4.4 4.5

ハ ンブル ク ドイ ツ 北部欧州 3.7 5.3

ア ン トワー プ ベ ル ギ ー 北部欧州 3.6 4.9

深川 中国 東アジァ 7.6
　

出所:館 野 美 久著 『コンテ ナ ター ミナル新 たな覇 権争 い』 第8章 「ア ジアの港湾物 流」、2004

年124頁 に よ り再 作成

3.新 た な 港 湾 経 営 の 展 開一 民 営 化 方 式 の 導 入一

公企業の民営化 の傾向は、1980年 代 か ら日本 のみな らずに世界的に行 われ てきた。

特 にイギ リスを中心 として実践 され たのはイ ギ リスにサ ッチ ャー政権が成立 された

後、 直ちに民営化政策 を実行 し6、イギ リス港湾庁 によ り所有 、管理 していた20港

湾 を完全 民営化 に転化 した7。 この よ うなイ ギ リスの民営化 政策 の導入は欧州 の他

の国に も影響 をあたえた と思われ る。 次いで1990年 以降には欧州 な どの先進 国及び

東 アジア、東 欧な どの途上国 において も部 分的民営化政策 の導入 を積極的に推進 し

たS。

1)港 湾の管理運営 における民営化の背景

世界港湾 は政府 が 中心 として行われ た港湾 の管理運営 を 「民間企業参与」 とい う

政策 を取組 んで港湾 の縦的 な管理(Administration)か ら港湾の経営(Management)に

転化 した主 な理 由は、前述 したよ うに行政 的な規制 による港湾運営の非効率化 の改

善及 び世界港湾の環境 の急速な変化で ある。

つ ま り、港湾物流 システ ムのIT(lnformationTechnology)化 及び大型船舶 に対応 可

能な大規模 コンテナ ター ミナル拡充、港湾機能 の多様化 と港湾利用者 のニーズ に応

6金 ヒョンテ著 「日本 にお ける港湾 管理 ・運 営体制 の近代化 政策 に関する研 究」青 山学院 大

学 大学院 ・博 士論文 、1992年231頁 、
7井 上 聡史 著 「変貌 する世 界の港湾経営 」

、海 事産 業研究所 報418号2001年 、7頁
臼 野 田 由美 子編 著 『民営化 の戦略と手法 』 日本経 済新 聞社

、2004年 、11頁
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じる、なおかっ、港湾 の競争力 を高め るために も効率高い港湾 の管理運営が求 め ら

れ るか らである。 従 って港湾施設な どのイ ンフラ整備 事業 に よる政府 の財 政の負担

の軽減及 び円滑な港湾 の管理運営のためにも民間企業 とともに港湾 の管理運営を行

う民営化方式 を政策 と して進 めた。

港湾 の民営化 方式の導入 においては完全民営化方式 と部分的民営方 式があ り、民

営化方式 のなかで どの よ うな経営形態 の民営化 方式 を導入 し、策定す るのかが重点

で ある。 その国の政治 、文化お よび社会慣 習 を考 えなけれ ばな らない。 それ は、世

界的なハ ブ港 として成功 したシンガポール港の管理運営方式が 日本港湾や韓 国港湾

に適用 した場合 、必ず しもシンガポール港 と同 じく成功す る とはい えない。

2)港 湾 の管理 運 営類 型 と経 営 形態

港湾 の管 理運 営 に は民 間 の参 与 部 分 と管 理 主 体 に よっ て 「公 営港 湾(publicport)」,

「公 ・民 営 港 湾(public/privateport)」,「 民 ・公 営 港 湾(private/publicport)」,「 民 営

港 湾(privateport)」 な ど一 般 的 に4つ の類 型 が あ り、 港湾 基本 施 設 の所 有 す る管 理

主 体 と別 に港 湾機 能施 設 と荷役 サー ビスの 提 供 に よ って 「地 主型 港 湾(Landlordpor

t)」、 「整 備 型 港 湾(Toolport)」 、 「運 営型 港 湾(Service:OperatingPort)」 と大 き く3

っ の経 営形 態 に分 け てい る。

(1)港 湾 の管理 運営 の類型

①公 営港 湾(Publicport)

公 営港 湾 は、伝 統 的 な方 式 で 港湾 の所 有 ・規 制 ・運 営 を政府 ま た は公 共機 関 が行

い 、第4世 代 の 港 湾 の 管 理 運 営 に は 非効 率 な港 湾 の管 理 運 営 方 式 で あ る。 公 営港 湾

と して 代表 的 な港 湾 は シ ン ガポ ール 港 で あ った が 、港 湾 運 営 を活 性 化 させ 、港 湾 の

競 争優 位 を確保 す るた め に1997年 に シ ンガ ポール 港湾 庁 を シ ンガ ポー ル 港 湾 会 社 に

変 更 され 、 民間 企 業 と して港 湾 運 営 を行 っ てい る。

②公 ・民 営港 湾(Public/privateport)

公 ・民 営港 湾 は港湾 の所 有 ・規 制 は政 府 が担 当 し、運 営 は民 間 に よっ て行 わ れ 、

港 湾 経 営 にお い て民 間の経 営 ノ ウハ ウを導 入 して 港湾 の管 理 運 営 の効 率 性 を高 め る

とと もに港 湾 の公 共性 を確 保 で き る港 湾 の管 理 運 営方 式 と して 世 界 的 に広 く採 択 さ

れ て い る。

③ 民 ・公 営港 湾(Private/publicport)

港 湾 の規 制業 務 に 関 して は政 府 が 担 当 し、所 有 ・運 営 は民 間が 担 当す る港 湾 の管

理 運 営方 式 であ る。 す なわ ち、 ター ミナ ル な ど港 湾施 設 の整 備 及 び運 営 は民 間 に よっ
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て行 われ るが、政府 は港湾の環境 ・安全管理 に関す る規制及び港湾 の開発計画の策

定が行 われ る港湾 の管理運営方 式であ り、 この方 式を採択 している代表 的な港湾は

香港港 とその他 に 日本 の東京港 と横浜港な どが ある。

④民営港湾(Privateport)

民営港湾 は、港湾 の所有 ・規制及 び運 営が民間 によって行 われ る港湾 として港

湾 の環境 ・安全管理及 び港湾の開発計画まで も民間が実施す る港湾 の管理運営方式

であ る。 代表 的な港湾 は、イギ リスのイ ギ リス港湾連合(AssociatedBritishPort:

ABP)に 所属 している23港 があ る。

上の4っ の管理運営類型 の港湾機能 の管理 運営及び長所 と短 所 を考 えてみ る と

(表一3)国 の基幹産業 であ る港湾 が公共性 を排 除 して管理運営 を行 う完全民営化方

式 は中央官僚 的な 日本 と韓 国の場合 は受 け入れ難 しい と思 われ る。

表一3港 湾 の管理運営 の類型及 び長所 と短所

類型 規制 地主 運営 長所 短所

公営 公 共 に よ

り担当

公 共 に よ

り担 当

公 共 に よ

り担 当

港湾 の開発 ・運

営において国家

政策 の目標 の達

成が容易である。

独 占的な運営 に

より港湾利用者

のニーズに応 じ

られない し、非

効率である

公 ・民営 公 共 に よ

り担 当

公 共 に よ

り担 当

民 間 に よ

り担当

民間の経営 ノウ

ハ ウの受け入れ

により港湾の効

率化が期待 され

るとともに港湾

の間の競争体制

の構築

官の統制が強く、

民間の経営能力

の発揮に限界が

ある。

民 ・公営 公 共 に よ

り担当

民 間 に よ

り担 当

民 間 に よ

り担 当

港湾の所有 ・運

営を民間が担 当

し、規制 ・許可

は公によって行

われ港湾の経営

能力の向上及び

港湾の効率化を

高める

国家政策の目標

の達成の遅延、

民間企業の利潤

極大化の志向が

公共性 を阻害要

因になる可能性

がある
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民営 民間 民間 民間 外 ・内部的な港 国家政策の 目標

湾の変化に迅速 の達成の遅延r

に応 じる し、経 規制業務の限界、

営能力拡大によ 利潤 を中心 とす

る港湾の効率化 る経営及び大手

を極大化 され る 運送事業者の寡

占である

出所:韓 国海洋水産開発研究院資料及び 日本 『スーパー中枢港湾に関す る研究報告書2004』、

に より再作成

(2)港 湾 の管理 主体 による経 営形態9

港湾 の管理主体にな る港湾管理者 が港湾施設機能 を所有 していて も 自ら運営 もす

る し、 も しくはあ る団体 に委託や長期貸付 させ港湾 の管理運営 を行 ってい る。 この

経 営形態 は、一般 的に①地主型港湾(Landlordport)、 ②整備 型港湾(Toolport)、 ③

運営型港湾(Service:Operatingport)の3つ に分 けて見 られ る し、その内容 は次 の通

りであ る。

①地主型港湾は、港湾の土地使用許可及 び背後 地の利用 と港湾の基本イ ンフラ施

設(航 路 、岸壁 、ふ頭用地)を 整備 して管理す る管理 主体 とな り、岸壁 、ふ頭用地

な ど基本イ ンフラ施設 を港湾利用者ユ0に長期貸 付 させ て民間企業 に よって運 営 を行

い、港湾 の機能施設(カ ン トリ ・ク レー ン、倉庫 、上屋 な ど)の 整備 と荷役サー ビ

スの提供 は民間企業がす る経営形態 である。

この形 態においての管理者 の役割 は一般的 な土地売買取引の家主 と同 じよ うに港

湾 の資産 を港湾 の運営者 に所有権の譲渡 ・権利権 の引渡 し、 もしくは長期貸付 とと

もに港湾運営者 が円滑 に運 営できるよ うに必要 な港湾の基本施設 を提供 しな けれ ば

な らい。 この経営形態 は、欧州の ドイ ツ、 オ ランダな どと米 国の港湾(ロ スア ンゼ

ル ス、 ロング ビーチ)で採択 され てい る し、ほ とん ど先進 国に よって行 われて いる。

②整備型港湾は、地 主型港湾 が変形 といわれ る港湾 の経営形態 と して港湾の管理

sこ の節 では
、河 明伸 共著 『港 湾物 流論 』 タソム出版 社 、2003年199-200頁 、 山上 徹 編

著 『国際物 流と港湾 』井上 聡 史著第1章 「変 貌す る世 界 港湾経 営と新たな潮流 」(株)パ ールロー

ド、2004年4頁 を参 考した寺 田 英子著 「港 湾の民営化 にともなう港湾 管理の変化 と政策 的な課題 」、

運輸 と経済 第63巻 、第5号 、2003年 、
z。 ここでの港湾利 用者 はコンテナターミナルオペレーター

、船 社 、国際 物流企 業 などの港湾 関連

の民 間企業 を称す るものである
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者 は地主型制度 での管理者 の義務以外に も港湾 の機 能施設及び船舶 の統制施設 、船

舶修理施設 な ど各種 の操 作整備 を確保 し、民間企業 に貸付 、民間企 業は 自らの人力

を投入 して運営 を行 う経 営形態 である。

この形態 の特徴 は、地理 的な問題、貨物集積 不足及び経済的 に大規模港湾施設の

整備 が不可能 な状況 においている港湾に適合で 、大手民間企業の寡 占を防 ぐことが

出来 る経営形態 であ り、フ ランスの場合 は荷役 整備施設 まで も民間企業 に貸付 けて

いる。 この形態 を採 択 している主 な港湾 は、 日本の公社 のコンテナ ター ミナル、韓

国の釜山港米 国のシア トル港 な どが挙 げ られ る。

③運営型港湾 にお ける港湾管理者 は、港湾開発計 画、港湾施設整備 か ら運営まで

港湾利用者 に提供す るサー ビス業務 を行わなければな らない。 しか し、港湾運営の

一部分を民間に委託す る港湾 も見 られ
、代表 的な港湾 はシンガポール港である。

この よ うな港湾の経営形態 は、近年 には、港 湾環境 の変化 に ともない港湾 の商業

的、経 済的な活性化 によ り大手船社や グローバル ター ミナル オペ レー ター に港湾 の

管理運営 を任せて港湾 の効率 性 とサー ビス向上 を図る趨勢である。港湾研究者 であ

る井上 聡 史氏の論文(前掲 書)で は、 「港湾 の経営主体 と して港湾 の管理者 の基本

的 な役割 は、計画 と開発機 能、運営 と監視機能 、そ して、規制 ・管理機能及び港湾

振興 ・調整機 能 を遂 げなけれ ばな らない」 と書 かれ てい る。つ ま り、言 うまで もな

いが、港湾の発展 を道つ くのには港湾の管理主体者 の新 たな変化 に速やか に対応 で

きる弾力的な経 営力 が必要であ るとい うことだ ろ う。

(3)民 間参与形態 による港湾 の管理運営方式(表 一4)

民間参与形態 による港湾 の管理運営方式 は、大部分 が民間資金投入 とい う形態で、

PPP(PublicPrivatePartnerships:官 民協力体制)制度 の手法 である。 民間参与形態は

港湾の運営 目標 、港湾の規模及び参与部分 によって管理運営方式 は大き く異 なる。

主な民間参与形態 は下記の よ うな方式 がある。

第1に 、港湾全体 を売却す る方式、完全民営化方式 であるこの形態 は政府が財政

的に深刻 な状況 に置かれた ときに使 われ る方式 であ る。

第2に 、民間 によって特定港 湾 もしくはター ミナル を開発 させて所有 ・運営を民

間に一任 させ るBOO方 式(Build,OperateandOwn)は 、政府 の短期 的な財政 の必要性

か ら推進 されてい る。

第3に 、民間に よ り港湾 の施設整備 または再 開発 させ て一定期 間 に管理運営を一

任 した後 、所有権 を国家 に帰属 させ るBOT方 式(Build,OperateandTransfer)は 、政

府 に所有権 を譲渡す るのが特徴 であ り、最 も伝 統的な民営化方式で ある。
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第4に 、BOT方 式 と類似 してい る方式で あるBTO(Build,TransferandOperate)は 、

民間 によ り港湾 の施設整備 または再 開発 を させ た後 、港湾 を管理運営す る前 に、先

に港湾 の所有権 を政府 に移転 させ て一定期 間に港湾 の管理運営 を行い、開発投資費

用 を回収 す る民営化方式 で あ る。BOT方 式 の場合 は、 民間参与者 は港湾 の運 営期

間の間には所有者 として の権利 を もつ ことか ら施設や整備 の設置または変更 は比較

的 に 自由の反面、 この方式 は港湾 の管理運営の期 間の間に所有権 が政府 にある こと

か ら施設や整備 の設置 または変更には政府 の統 制 を受 けなければな らない。韓 国の

港湾 の民営化方 式 はBTO方 式 で行 われて い るこ とか ら、港 湾の 間の競 争力体 制の

構 築、効率的な民間資金誘 致の推進 の壁 になってい る。

第5は 、日本の響灘 コンテナ港で採択 して実施 しているPFI(PrivateFinanceInitiative)

制度 である。従来 、公的部門 によって行われ てきた社会資本の整備 、港湾 の管理運

営に民間事業者 の資金お よび経営 ノウハ ウを導入 し効率的に行 うとす る手法 である。

PFI制 度 のメ リッ トは適用す る事業 の範囲 の広 さ と他 の民間参与形態制度 の大部 分

は料..収 入があ る事業 のみ を対象 にす る傾 向があ るが、PFI制 度 は料金収入 にはか

か らわ らず に広 く多様な公共事業 に参与可能 な民営化方式であ る"。

PFI制 度 の問題 点は、 リス クの負 担で ある。 これ は、民間企業が長期的 な事業 の

運営か ら リスクを発生 した場合 には、 リス クの損失 を政府 が背負 わなけれ ばな らな

い し、結果的に国民に損失 をもた らす こ とになるだろ う。

第6に 、管理 ・運営契約 に よる民 間参 与方式 と してManagementcontract方 式 が

ある、 この方式 は、単純 な港湾局 と民間企業 との港湾 の管理運営 にお ける契約締結

によ り港湾 の管理 運営 を民間企業 に一任 す る方式 として 、基本港湾施設及び港湾機

能施設 の所有権 が政府 に属 して民間企業は運営 のみを行 う。 従って、投資及び リス

クまで も政府が負 う方式である。代表的な港湾 は、イギ リスのブ リス トル港 である。

その他 にも合作 投資(jointventure)な どの民間参与 形態 の方式 が ある、合作投 資

は、公 共部分 と民間企業 、民 間企 業 と民間企業または公企業 と公企業 とともに合作

す る方式である。官民協 力体制の制度 として港湾の管理運営 を行 ってい る代表的な

港湾 は、中国の上海港 とマ レー シアの クラン港が あ り、民 間間協力体制 はそれぞれ

の企業 の専門知識 を活か して港湾の管理運営 を行 う。公企業 間協力体制 の制度 を採

択 している代表 的な港湾はシ ンガポール港湾公社で ある。

この よ うな、公共事業に民間企業が参与す る形態 において、問題点は公共事業の

H野 田 由美子 編著 『民営 化の戦略 と手法』 日本 経済 新聞社
、2004年,105頁
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ほ とん どが長期事業 であることか ら、 リスクの認識 、参与民間企 業の利益配分及び

リスクに対す る経営方針は もっ とも主要な部分で ある12。

表一4主 な民間参与形態による港湾管理運営方式の事業内容

方式 所有権 運 営 ・維 持 資金投資 期 間(年)

コ ン セ ッ シ ョ ン

(事業権契約)

公 民 民 25^-30

BOT(build・perate

transfer)

民か ら公へ 民 民 20^-30

BQ4(buildown

operate)

民 民 民 20～30(以 上)

BTO(buildtransfer

&operate)
公 民 民 20^30

Management

contract

公 民 公 一定期間

出所1韓 国海 洋 開発院 の 資料、 日本 港 湾用語 辞典 、小林 照夫 ・三村 眞人編 著、

http:〃www.psi‐jc.jp/に よ り再作成

表一5PFI制 度 の3つ の類 型

内容 資金調達 資金回収方法 例

独立採算型 民間か らの出資金、

金融機 関か らの借入

金(民)

利用者か らのサー ビ

ス料金徴収が原則
有料 の橋、水族館、

駐車場など

公的セ クターへのサー

ビス購入型

独 立 採 算 型 と同 一

(民)

政府 か らサー ビス料

金徴収

PFI事 業 の一 般 的 形

態(庁 舎 、 病 院 、 道

路)

JointVenture型 民間企業及び金融機

関、政府 か らの補助

金、全面的 に民間が

主導権 を持っ(公 と

民)

利用者か らのサー ビ

ス料金徴収
都 市 開発 、鉄道 、 ケ

アハ ウスな ど

出所:富 澤 幸 弘 編 著 『PFI法 』 財 務 省 、2001年 、http=//www.psi‐JC・Jp/topics/2003-03に よ り

再 作 成

izDarrznGrlrnseyandMervynK∴Lewfs加PロblfcPrfva亡 θPar亡 ηer5飯 ρ5』Edwardegarpublishing
,

2004,136頁
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3)主 な世界諸港 湾の民営化方式

(1)イ ギ リス港湾 の民営化

1980年 代 に港湾 の民営化 を最初に実施 したイ ギ リスの港湾 の民営化 の推進 は、政

府 が財政負担 を回避す るために国有港湾 と公法人の トラス ト組織 によ り運 営 され た

公有 の信託港湾 を対象 に し13,1981年、イ ギ リスの運輸法(TransportAct1981)}こ よ り

連合英 国港湾会社(AssociatedBritishPorts:ABP)の 設立 に ともない政府 の融資が停

止 し、ABPは 、当時英 国運輸ふ頭局に所属 していた22港 湾 の民営化の推進 を担 当 し、

なお かつ、ABPは1984年 の会社 法 によ り設 立 した親会社 である連合英 国港湾持主会

社 の所有 になっていたが、国有港湾か ら民営化 に転化す るため、1983年 に政府 は こ

の会社 の持分 の株49%を 売 り出 し、翌年、1984年 に残 り持 ち株 を売 り出 した。 これ

に よって、ABPに 所属 してい る港湾 は完全 民営化 された。

なお、1991年 、港湾法 によ り大部分の信託港湾 は有限会社 に変更 され、イ ギ リス

の民営港湾は、所有 、管理運 営のみ な らず規制業務 に関す る統制機 能 まで も 自体 的

に行 う体制になったのである。 しか し、イギ リスの港湾の完全 民営化 は港湾問の競

争 力には影響を与 え られ なかった。 ちなみに、民営化 にすれば、資金調達や投資決

定が容 易 とな り競争力 が高 くな るとい う論 は見直す必要が ある。

一般 的に知 られ てい る港湾の競争力の要素は、立地 、施設、荷役 の質 の条件な ど

で あることに基づいて民営化方式 の推進 を考 えるべ きである。港湾 のイ ギ リスの港

湾 は、民営化の過 程 によって公共港湾 は完全 に廃止 され たが、民営化港湾以外 にも

信 託港湾(TrustPort),市 営港 湾(Municipalport),企 業 港湾(CompanyPort)な どの港 湾

の管理運営形態 によって運営 されてい る。

(2)米 国港湾 の民営化

米国の港湾 の民営化 は、す でに建国の初期 か ら民間企業に よ り港湾の開発及 び管

理運営 を進 めて きた。従 って、米 国の港湾の大部分 は伝統的に港湾の開発 と管理運

営が民間企業に よ り主体的 に行 われ たこ とか ら公 共性 よ りも商業性 の収益が優先す

る独 立採算形態で ある。

主 な港湾の管理運営形態 は、地域 に適合な開発 と運営 を中心にす る市営港湾、州

に よって広域的 に開発 ・運営 を行 っている州営港湾、そ して、州 が共 同で地方公企

業 であ る公社港湾 、民 間企 業が所有 し管理運営 を行 う民間港湾が ある。

'3千 須 和 富 士夫 著 「港湾 私有化20年rr国 の教 訓一 」『日本 港湾経 済学 会年 報』 第38号 、

1999年 、26頁
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(3)シ ンガ ポ ール 港 湾 の民営 化

シ ンガ ポ ール の民 営 化 は1986年 か ら始 ま り、実 質 的 な港 湾 の民 営化 は 、民 営化 事

業 に選 ばれ た大 部分 の公 企業 が相 当に民営化 され た1997年 頃 か らであ る。 シ ンガポー

ル 政 府 は、公 企 業 の 民営化 の た め に10年 を か けて 政府 の持 ち株 を、順 次 に市場 で

売 却 す る方 法 と して 民営 化 を進 め て き た1R。次 い で 、 シ ンガ ポ ール 港 湾 庁(Portof

SingaporeAuthority:PSA)も 同 じ方 法 で 時 間 を か けて 民 営 化 を推 進 し、1996年 に港

湾 の 民 営化 の た め に 海 事 港 湾庁(MaritimeandPortAuthority=MPA)が 設 立 され 、P

SAに よ り港 湾 の規 制 業 務 及 び 安 全 管 理 な どの 港 湾 の 全般 的 な業 務 を 引 き継 い だ の

で あ る。

さ らに 、1997年 にPSAは 、 シ ン ガ ポ ール 港 湾 会 社(PSACorporationLtd.:PSAC)

に転 化 され 、株 式 化 され た 後 、PSACは 民 間企 業 と して積 極 的 に欧 州 お よび 東 ア ジ

ア に お い て 、M&A、Jointventure,海 外 コ ンテ ナ ター ミナ ル に技 術 協 力 な どの コ

ンテ ナ ター ミナル 事 業 を積 極 的 に行 い 、2000年 以 降 は 、世 界諸 港 湾 の14ヵ 国の コ

ンテ ナ ター ミナル 事 業 に進 出 して い る。

しか し、PSACの 親 会社 で あ るテ マ セ ク持 主 会 社(TemasekholdingsCo.)は,政 府 が

設 立 した投 資 会社 の 一つ で あ る こ とか ら真 の民 間企 業 に よ る港 湾 の 民 営化 とはい え

ない し、 あ る意 味 で は 、港 湾 の発 展 にお い て は政府 の援助 は欠 かせ な い要 素 で あ る

こ とを示 した。

(4)韓 国港 湾 の民 営化

韓 国の 港湾 にお け る民 営化 は 、1977年 に釜 山港 の 第1段 階 の 開発 事 業 を行 っ た際

に 国際 復 興 開発 銀 行(IBRD)か ら港 湾 の 開発 の 資金 を借 入 した ときに 条件 と して埠頭

別 に指 定会 社 制 度 を導入 され 、 不完 全 な民 営化 か ら始 ま った の で あ る、 それ か ら、

1991年 に釜 山港 の神 仙 台ふ頭 をは じめ コンテ ナ ター ミナ ル の運 営 権 を民 問企 業 に売

却 す る手法 に よ る コ ンテ ナ ター ミナル を 中心 とす る民 営化 が進 めた 。

一般 埠 頭 にお い て は
、 民 間企 業 の 管 理 運 営 方 式 で あ る 「埠 頭 運 営会 社(Terminal

OperatingCompany:TOC)」 制 度 を導入 し、港 湾 の生 産性 の 向上 と管 理 運 営 の効 率

化 及 び 港 湾利 用 者 の ニー ズに応 じる付加 価 値 の 高 い サ ー ビス を提 供 す る港 湾 の管 理

運 営 を 目指 した。2003年 以 降 は 、全 国 の9つ の 貿 易 港 の コ ンテ ナ ター ミナ ル にTO

C制 度 を採択 して運 営 を行 っ て い る。

韓 国 は政 策 的 に 、 東 北 ア ジ ア物 流 拠 点 のハ ブ港 を 目指 して 、釜 山港 に続 く第2ハ

14三 村 眞人 ・寺 田 英子編 著 「港 湾 の民 営化 」『経 済社 会と港湾 』(株)パ ール ロー ド
、37頁
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ブ港である光陽港及び釜 山新港な どの大規模 コンテナ ター ミナル の整備事業 を行 い、

大部分 を国内 ・国外民間 コンテナ ター ミナル運営会社 に運営 をさせ てお り、多数の

グ ローバル コンテナ ター ミナルオペ レーター が進 出 してい る。

さ らに、2004年 には釜 山港 の国際競争 力 の強化及 び世界的 に位 置づ け るため に

「釜 山埠頭公社 」 が設立 され、港湾 の港湾施設 の効 率的な開発及び管理運営 を 目的

して民 間による港湾の経営 を進 めてい る。従 って、韓国の港湾 の管理運営 はター ミ

ナル運営業者 に埠頭 を長期貸付 で行 う公 ・民 の形態 の民営化方式 である。 しか し、

釜 山港や光陽港 を東北ア ジアハ ブ港 として育成 させ るた めに も民営化政策 を積極 的

に受け入れ るが、 内 ・外国大手企業の寡 占に対 して も考 えなけれ ばな らない。

(5)日 本港湾 の民営化

日本 の港湾 は、 スーパー 中枢港 の構築 に ともない港湾の民営化 を活発 に推進 して

い る。 日本 の港湾 の民営化 にお ける代表的 な港湾 はPFI制 度 を導入 した北 九州港 の

響灘 コンテナター ミナル港 であ る。 日本港湾 の民営化の特色 は、国の補助 制度 によ

り地方 自治団体 か ら始 めた ことである。響灘 コンテナ ター ミナル港 は1北 九州 市に

よる 「北九州港 の響灘環黄海 圏ハ ブポー ト構想」 に基づいて環黄海圏ハブ港 を 目指

して整備 され たター ミナル である。

響灘 コンテナ港 が注 目され た もっ とも大 きい理 由は、 日本 の港湾 において初の民

間資金 よ り整備 され 、民間企業 に よ り管理運営 を行 うコンテナター ミナル 港だか ら

で ある。響灘 コンテナ港 のPFI制 度 の仕組 み は、 国か らの貸付 、金融機 関 に よる融

資 、選 定 された民間事業者 による出資で事業 を行 い、基本港湾施設及び運 営会社 に

お いて整備 を行 わない ものの上物施設は北九州 市が整備 し、ヤー ドな ど港湾施設 を

運営会社 に提供 に ともない資金の出資や融資 も提供 して コンテナター ミナルの運営

は運営会社 に一任 す る仕組みで ある'5。

前述 した よ うにPFI制 度の主な問題 は リス ク分担 である と示 した。PFI制 度 を円滑

に推進す るためには、公 共性 の確保 、官民 の リス ク分担 、規制緩 和及 び港湾 にお け

る商慣行の見直 し、地方港にお ける事業実施の難 しさと物流施設 としてな どの課題

を改善 しなけれ ばな らない16といわれてい る。

なお、港湾の開発 とい う公共事業 は長期事業で あ り高い収益が短期 に得 られ る事

業 ではない ことか ら リス ク削減 、す なわち、資金 回収 に対す るmanagementも 一つ

'5北 九州市の政 策 資料
、『ひ びきコンテナターミナルPFI事 業募集 要項』2000年

is小 林 照夫編 著 『国 際物流 と港 湾』(株)パ ール ロー ド
、2004年 、111頁
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の課題 であ る。今後 、 日本 の港 湾の民営化政策 を成 功 させ るためには、公 共 性が根

強い港湾 の管理運営 の緩和や建物 を貸付 で運営業者 か ら使用料 を収益で安住す る家

主的な港湾 か ら革新 的な新たな経 営の姿勢が求め られ る1了。

4.港 湾 の 民 営 化 の 効 果 と課 題

近年 、世界港湾は、激 しい港湾 問の競争 に優位 を確保す るために新たな港湾政策

として、 よ り効率的 な港湾の管理運営 にた めのイ ンフ ラ施設の拡充、資金調達及び

港湾 のサー ビスが求 められてい る。

世界諸港湾が民営化 を推進 してい る主 な理 由は、検討 して調べた結果 、社 会資本

整備 に よる政府 の財 政の負担の軽減 させ るためには民 間資金 を導入せ ざるを得ない

とい うことと港湾利 用者 の多様 なニー ズに応 じる迅速 な付加価値の高いサー ビス提

供及 び港湾 の活性化 を目指 して、民 間参与形態 の経営方式の導入は加速化 した。港

湾の民営化方式の導入 に よる港湾 の効果 と成果及び課題 は次の通 りである。

1)港 湾の管理運 営 に民営化の効果

民営港湾 の管理運 営にお ける効果 は、

① イ ンフラ整備 に よる政府の財政 の負担の軽減、

②港湾 の管理運 営の担 当者の能力拡大、

③港湾 の管理運 営における官僚的 ・政治性 の排除、

④港湾利 用者 に対 しての付加価値高いサー ビス提供、

⑤港湾運営においての競争体制の導入 による経済的な収益 の確保

⑥ふ頭 におけ る生産性 の向上な どを挙げ られ、 この よ うな、民営化 の効果 によ り港

湾 の経営状況 を改善 させ ることが可能である。

2)港 湾の民営化 の実施 による成果

港湾 の民営化 による成果 を上げた代表 的な港湾は、イ タ リアのジェノア港で ある、

ジェノア港 は、長年 間伝統的な官主導 的なサー ビス型形態の管理運営の港湾 であっ

たが、近年 、港湾の競争力及び生産性 が低下 したため、1984年 に、官民の荷役公社

を設立 され 、民営化 に一歩 を踏 出 し、港湾管理者 の業務 を縮小 しなが らr順 次的に

民営化 を進 めて埠頭 の運営 を民間企業 に一任 し、 さらに官民の荷役公社 も廃 止 し港

湾の管理運営 を民営化 させたのである。

その結果、 コンテナ ター ミナル の生産性 の向上や民 間の港湾施設整備 によるイ ン

17前 掲書井 上 聡史
、7頁
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フ ラ施設 の拡充 は、荷役 に よる コス ト削減及び迅速 な物 流処理 な どの成果 を得たの

である。そ の他、マ レーシアのクラン港 は、官民協力体制における港湾 の管理運営

に よ り効率性、活性化 を高めなが ら民間投資 に よる港湾の高度化 を図 り、2000年 以

降は、近隣港 のシンガポーヲレ港 と並べ る港湾 として位置づ け られ たのである。

3)港 湾の民営化 にお ける問題点

港湾 における民営化方式におい ての問題 点 としては、

①港湾 の公 共サー ビスの低 下 として、民間投資及 び収益性 を優先 にす る運営 に よ り

収益性 がない港湾施設やサー ビスは回避が生 じる憂慮。

②大手民 間企業 に よる寡 占化 であ る、 これ は、 コンテナター ミナル運 営にお いてグ

ローバル コンテナオペ レー ターや 大手船社 による寡 占化。

③官民協力体制 の非効率化 にお ける問題点 は、港湾の所有 と運営が分離 され ること

か ら投資、運営な どにお いて協力 体制 の維持 の難 しさ。

④港湾利用者 に対す る差別 の極大化 として、民間運営者 の利潤 の極 大化 による運営

による港湾利用者 に対す る差別化 が深化す る問題 な どを考 え られ る。

従 って、港湾 の管理運 営において公共性 を排除 して は効率 の高い港湾 の管理運 営

は期待 され ない のである。 また 、民営港湾 の管理運営 におけ る大 きな課題 は地主 と

しての機能及び政策計画や 開発機 能そ して規制業務 に対す る監視機 能な どの公 共部

分 の役割である。つ ま り、港湾 の民営化 を成功的 に成 し遂げ るためには公共性 を維

持 しなが ら行 うべ きであ る。 今後 、民 間資本 の投 資 に よ り生 じる リス クに対す る

managementに つ いての研究 も主要な課題で ある。
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